
別紙様式１
農業農村整備事業等再評価地区別資料

局 名 関東農政局

都道府県名 茨城県 関係市町村名 水戸市、ひたちなか市、常
み と し ひ た ち な か し ひ

陸大宮市、那珂市、東茨
たちおおみや し な か し ひ が しいばら

城郡茨城町、大洗町、城
き ぐんいばら き まち お お あらいまち し ろ

里町、那珂郡東海村
さとまち な か ぐんとうかいむら

農業競争力強化基盤整
備事業 那珂川沿岸事 業 名 地 区 名

な か がわえんがん

（水利施設整備事業）

事業主体名 茨城県 事業採択年度 平成７年度

〔事業内容〕
本地区は、茨城県水戸市外３市３町１村(８市町村)にまたがり、事 業 目 的：
那珂川流域の低平地及び台地に展開する4,660haからなる農業地帯で
あり、水稲を主体として大豆、小麦、陸稲、かんしょ、ねぎ等の多
様な作物が作付けされている。
しかし、小河川、地下水等を水源としている水田や天水に依存し

ている畑においては用水が不足しているため、不安定な営農を余儀
なくされているうえ、ほ場区画が狭小となっていることから、効率
的な営農の実施にも支障をきたしている。また、那珂川両岸に広が
る低平地水田は、用水は確保されているものの、営農形態の変化に
伴い新たな用水の確保が必要となっているとともに農業水利施設の
老朽化に伴う機能低下が発生している。
このため、国営那珂川沿岸農業水利事業において、那珂川及び新

設する御前山ダムに水源を求め、用水系統の再編を実施するととも
に、老朽化した施設の改修、本事業及び関連事業による末端用排水

、 、路の整備 畑地かんがい施設の整備及び区画整理を併せ行うことで
農業生産性の向上、農業経営の安定化を図り、本地域全体としての
農業競争力の強化を図るものである。
4,660ha受 益 面 積：
用水路 85km、揚水機場 １箇所主要工事計画：
4,460百万円（計画総事業費：4,030百万円）総 事 業 費：
平成７年度～平成35年度（計画工期：平成７年度～平成35年度）工 期：

〔項 目〕
事業の進捗状況ア
本地区の進捗状況は、平成26年度までに用水路4.1kmの施工が完了し、進捗率は

事業費ベースで11％である。

①計画工期に対して著しい変更は認められないか？
国営事業において、各路線の新設・改修に伴う用地交渉等が難航し、県営事業

への引継諸元の決定が出来ないため、先行して路線整備の着手が出来ない。



今後、上位計画である国営事業と末端整備の関連事業との連携、調整を図り、
早期効果発現を見込める路線より順次整備を行い、事業の進捗を図る。

②地元負担等について、関係者間の合意形成が図られているか？
地元負担について、関係者（関係市町村、改良区等）との合意形成は図られて

いる。

イ 関連事業の進捗状況
本地区の関連事業は「国営かんがい排水事業那珂川沿岸地区」及び「団体営か

んがい排水事業那珂川沿岸地区 「経営体育成基盤整備事業(22地区うち完了12地」、
区、実施中２地区) 「県営畑地帯総合整備事業(42地区うち完了３地区、実施中」、
３地区) 「団体営土地改良総合整備事業他(17地区)」が位置づけられている。」、
平成26年度までの進捗状況は、国営事業では進捗率は74％（事業費ﾍﾞｰｽ）であ

り、水源施設である御前山ダムが完成し、受益地への早期送水に向け、各施設の
整備を進めているが、各路線の新設・改修に伴う用地交渉等が難航し、県営事業
への引継諸元の決定が出来ないため、先行して路線整備の着手が出来ず、未着手
の路線がある。
なお、未着手の関連事業地区（末端整備）については、地元要望を踏まえ、事

業進捗を図っているところである。

①「農業農村整備事業管理計画」等に即し、関連施策等との連携・調整が行われ
ているか？
農業農村整備事業管理計画等に即し、適切に連携・調整が行われている。

②国営附帯地区については、国営事業との進度調整が図られているか？
本地区は国営かんがい排水事業那珂川沿岸地区の関連地区で、支線水路整備を

平成７年度から実施していることころである 国営事業の進捗率は74％ 事業費ﾍﾞ。 （
ｰｽ）であり、水源施設である御前山ダムが完成し、那珂川揚水機場工事にも着手
したところである。国営事業及び本事業の進度管理については、国と県において
連携・調整し、円滑な事業進捗を図っているところである。

ウ 農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化
①受益面積の増又は減が10％未満であるか？
現計画から変動は生じていない。

②主要工事計画の著しい変更が認められないか？
現計画から変更はない。

エ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化（費用対効果分析の結果を含む）
本地区は、農業効果の算定基礎となる地域農業振興の基本方針などの諸情勢の変

化を踏まえた事業計画の変更を行ったところであり、現時点で費用対効果分析の基
礎となる要因の変化は生じていない。

①工法や事業量の変更に伴う事業費増分（労賃又は物価の変動によるものを除
く ）が計画事業費の10％未満であるか？。

、本地区における事業費の増は自然増及び消費税増のみの変更によるものであり
10％未満となっている。

②市町村等が策定する農業振興計画等との整合が図られているか？
水戸市外７市町村の農業振興地域整備計画と整合が図られている。
・費用対効果分析の結果（B/C）: 1.17 （現計画時：1.11）



オ 環境等の調和への配慮
本地区で貴重種は確認されていないが、用水路のほとんどが管水路にて施工予

定であり、周辺住民への配慮が必要となる。
施工に当たっては、低振動・低騒音型の機械を使用している。

カ 事業コスト縮減等の可能性
用水路（管水路）を道路下へ埋設することによる用地買収費の軽減や、道路工

事との連携を図ることで事業コストの縮減を図っている。

キ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向
農業用水の水源が不安定で恒常的に用水不足となっていることから、本事業に

より国営事業で確保された用水を活用し、安定した営農ができるよう、事業の早
期効果発現を要望している。

ク その他
第１回計画変更年月日（計画確定日） 平成22年12月23日。

継続する。事業主体の
事業実施方針

平成 年度予算を要求する。事業主体の 28
予算要求方針

当地区は、関連する国営事業路線の用地交渉が難航したこと等か第 三 者
ら事業の進捗が遅れているが、今後、引き続き県と国において連携の 意 見
・調整し、完成した御前山ダムの用水が順次供給されるよう本事業
と国営事業の進度管理を行い、円滑な事業進捗を図ることとしてい
る。
今後ともコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を

推進し、早期の効果発現に努められたい。

予算を割り当てる。補 助 金
交付の方針



農業競争力強化基盤整備事業（基幹水利施設整備型)「那珂川沿岸地区 事業概要図」【Ｎｏ．１３】

No 路  線  名 路  線  名
1 上伊勢畑支線 30 枝折川支線
2 下伊勢畑支線 31 小吹支線
3 御前山支線 32 若宮上流支線
4 野口支線 33 中石崎支線
5 長倉支線 34 大場支線
6 三美支線 35 大貫支線
7 大宮支線 36 柳河支線
8 小野支線 37 中丸川支線
9 前山支線 38 東中根支線
10 阿野沢支線 39 部田野支線
11 粟支線 40 小谷金支線
12 孫根支線 41 十三奉行支線
13 北方支線 42 阿字ヶ浦支線
14 静支線 43 常北東部送水路
15 飯富支線 44 鹿島支線
16 下坪支線 45 渡里2号支線
17 上入野支線 46 渡里支線
18 津部支線 47 渡里6号支線
19 春園支線 48 備前堀支線
20 上泉支線 49 塩崎支線
21 那珂西支線 50 千波支線
22 岩根支線 51 粟機場
23 白河内支線 52 静池機場
24 佐和支線 53 小吹機場
25 佐和1支線 54 石崎機場
26 佐和2支線 55 若宮川揚水機場
27 常井支線 56 大場機場
28 中島支線 57 三美Ｆ．Ｐ
29 出兵支線 58 下坪Ｆ．Ｐ

県   営   路   線

な か がわえんがん



別紙様式１
農業農村整備事業等再評価地区別資料

局 名 東海農政局

都道府県名 愛知県 関係市町村名 刈谷市、安 城 市、
かり や し あんじょう し

高浜市
たかはま し

農業競争力強化基盤整
事 業 名 備事業 地 区 名 中井筋

なか い すじ

（水利施設整備事業）

事業主体名 愛知県 事業採択年度 平成12年度

〔事業内容〕
事 業 目 的： 本地区は、愛知県のほぼ中央に位置する水田地帯である。

本地区の基幹排水施設である明治用水中井筋水路は、明治用水下
流部用排水改良事業（S28～S41）により造成され、営農利用のみな
らず、防火用水などに利用されてきたところである。

その後、県営水質障害対策事業（S47～S55）によって用水管路を
整備し用排分離が行われ、中井筋水路は排水路専用水路となった。

近年、施設の老朽化が著しく、また、周辺地域の都市化、混住化
の進展に伴う流出形態の変化による排水不良が生じ、湛水被害が発
生している。

このため、本事業により既設水路の通水能力を増大させ排水条件
を改良するとともに、生産性の高い農業経営の実現を図り、本地域
全体として農業競争力の強化を図るものである。

また併せて、多自然型護岸を整備し、地域用水機能の向上を図る
ものである。

受 益 面 積： 403ha
主要工事計画： 排水路 ９㎞

総 事 業 費： 9,442百万円（計画総事業費：8,429百万円）
工 期： 平成12年度～平成29年度（計画工期：平成12年度～平成21年度）

〔項 目〕
ア 事業の進捗状況

平成26年度までの進捗率は、83.2%である。

①計画工期に対して著しい変更は認められないか？
本地区は、平成21年度までの工期で計画されたものの、沿線住民及び道路管理

者などの協議調整に時間を要したことから工期が延伸することになった。
しかし、協議調整を了したことから排水路の改修整備を進め、残事業を含め平

成29年度完了に向け計画的に事業進捗を図ることとしている。

②地元負担等について、関係者間の合意形成が図られているか？
地元負担の割合に関して、関係者との合意形成が図られている。



イ 関連事業の進捗状況
該当なし

①「農業農村整備事業管理計画」等に即し、関連施策等との連携・調整が行われ
ているか？
農業農村整備事業管理計画に即し、本受益内で実施している事業と適切に連携

・調整が行われている。

②国営附帯地区については、国営事業との進度調整が図られているか？
本地区は国営附帯地区に該当しない。

ウ 農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化
①受益面積の増又は減が10％未満であるか？
計画に対し、受益面積の変動は10％未満である。（△3.7％）

②主要工事計画の著しい変更が認められないか？
計画どおりであり、変更はない。

エ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化（費用対効果分析の結果を含む）
本地区は、農業効果の算定基礎となる地域農業振興の基本方針などの諸情勢の

変化を踏まえ、費用対効果分析の基礎となる要因に大きな変化（受益面積変動の
状況を確認が必要）は生じていない。

①工法や事業量の変更に伴う事業費増分（労賃又は物価の変動によるものを除
く。）が計画事業費の10％未満であるか？
工法変更による事業費の変動が生じているが、物価等の変動によるものを除き、

計画事業費に対する変動率は10％未満となっている。

②市町村等が策定する農業振興計画等との整合が図られているか？
関係市の農業振興地域整備計画の農業生産基盤の整備開発計画において、本事

業による排水改良による作物生産量の増加を見込んでおり、整合が図られている。
・費用対効果分析の結果（B/C）1.29（現計画時：1.26）

オ 環境等の調和への配慮
本地域は、二級水系高浜川、猿渡川の２水系の中小河川に加え、農業用用排水

路など水辺環境は多様で、広大な水田地帯がひろがり豊かな田園風景が形成され
ており中流部では自然環境が残っているものの上流部及び下流部は、市街化が進
んでいる状況にある。

本事業で改修する中井筋排水路は、安城市などの田園環境整備マスタープラン
において環境創造区域となっており、本地区の中流部の水田地帯では、地区内に
配慮すべき生物（トウカイコガタスジシマドジョウ[愛知県ＲＢ：絶滅危惧ⅠＢ
類]）の生息が確認されたことから、中井筋排水路と流入水路を行き来できるよう
魚道の整備や生息空間を確保するため魚巣ブロックや魚溜まりを設置するなど生
息生物への配慮を行っている。

今後、引き続き排水路工事を行うこととなるが、工事中における濁水発生や土
砂流失防止など環境への負荷軽減に努めていく。

カ 事業コスト縮減等の可能性
・県道新設工事との施工調整を行うことにより事業の効率化を図る。



・今後、実施予定の工事においても、新技術の導入等積極的にコスト縮減に努め
ることとする。

キ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向
本事業で中井筋排水路を改修することで排水能力が向上され、農地・農業用施

設のみならず周辺地域への湛水被害の軽減が図られることから、事業効果の早期
発現のため、一層の事業推進を要望する。

ク その他
特になし。

事 業主 体の 継続する。
事業実施方針

事 業主 体の 平成28年度予算を要求する。
予算要求方針

第 三 者 老朽化した排水路の更新により、十分な通水能力が確保され、今
の 意 見 後、豪雨などによる湛水被害の軽減・防止が期待できる。

また、排水路には、稀少な生物への配慮がなされている。さらに
生物保全の機能発揮のために排水路等の維持管理を適切に行う必要
がある。

引き続き、周辺環境への配慮も行いつつ、コスト縮減に努め、事
業の効率的な推進と早期完了が望まれる。

補 助 金 予算を割り当てる。
交付の方針



農業競争力強化基盤整備事業（水利施設整備事業）

「中井筋地区」事業概要図 【ＮＯ．14】

（事業概要）

H26年度まで（排水路）

H27年度（排水路）

H28年度（排水路）

H29年度（排水路）

凡　　　例

中井筋地区

排水断面の
写真

（施工中など）

排水路 L=9,017ｍ
既設利用：支線排水路

なかいすじ

受益区域 403ha

流域区域 696ha

主要工事 排水路 Ｌ＝９㎞



別紙様式１
農業農村整備事業等再評価地区別資料

局 名 中国四国農政局

都道府県名 岡山県 関係市町村名 岡山市
お か や ま し

農業競争力強化基盤整
事 業 名 備事業 地 区 名 藤田錦

ふ じ た に し き

（水利施設整備事業）

事業主体名 岡山県 事業採択年度 平成12年度

〔事業内容〕
事 業 目 的： 岡山市の南西部に位置するこの地域は、干拓地に広がる大区画の

水田地帯であるが、用排水の分離が図れず、水田の汎用化の妨げに
なっている。
このことから、かんがい排水施設の再編・整備を行い、営農労力
の節減を図るとともに、水田の汎用化により農業経営の安定及び生
産性の向上を図り、本地域全体として農業競争力の強化を図るもの
である。

受 益 面 積： 240ha
主要工事計画： 用水路 37km、水管理施設 １式、管理棟 １式
総 事 業 費： 5,362百万円（計画総事業費：4,800百万円）
工 期： 平成12年度～31年度（計画工期：平成12年度～21年度）

〔項 目〕
ア 事業の進捗状況
本地区は、幹線パイプラインのほとんどと支線パイプラインの一部が完成して
おり、進捗率（事業費ベース）は、60.4%となっている。今後、支線パイプライン、
管理棟及び水管理施設の整備が進められる予定である。

①計画工期に対して著しい変更は認められないか？
本地区は、平成12年度に事業採択されたものの、地区内を新たに横断する岡山
環状南道路の路線が決定するまでの間、同道路との調整を要する区間のパイプラ
インの設計・工事に着手できず、工期の延伸を余儀なくされていた。平成21年3月
の都市計画決定で同道路の概略路線は決定されたものの、同道路の工事着手への
地元合意が現時点でも整っていない状況にある。平成24年10月、同道路の事業主
体である国土交通省との間で、当方の事業を先行着手することへの合意が整った
ため、その後は平成31年度完了に向け計画的に事業進捗が図られている。

②地元負担等について、関係者間の合意形成が図られているか？
地元負担について関係者との合意形成が図られている。

イ 関連事業の進捗状況
本地区の関連事業は、児島湖の水を汲み上げる揚水機場と児島湾周辺農地に配
水する幹線パイプライン等を造成する国営かんがい排水事業「児島湾周辺地区」
であり、平成15年度に完了している。同国営事業に関連する県営事業には４地区
あり、２地区において通水を開始しており、１地区が平成28年度（試験通水）、最
後の藤田錦地区が平成31年度に供用開始予定である。



①「農業農村整備事業管理計画」等に即し、関連施策等との連携・調整が行われ
ているか？
農業農村整備事業管理計画に即し、適切に連携・調整が行われている。

②国営附帯地区については、国営事業との進度調整が図られているか？
国営事業で揚水機場等の基幹施設の整備を終えており、本地区を含む県営事業
による末端施設の整備が整い次第、供用を開始している。

ウ 農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化
①受益面積の増又は減が10％未満であるか？
計画から受益面積の変動は生じていない。

②主要工事計画の著しい変更が認められないか？
主要工事計画の著しい変更はない。

エ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化（費用対効果分析の結果を含む）
本地区において、費用対効果分析の基礎となる要因の変化は生じていない。

①工法や事業量の変更に伴う事業費増分（労賃又は物価の変動によるものを除
く。）が計画事業費の10％未満であるか？
工法や事業量の変更に伴う事業費増分（労賃又は物価変動によるものを除く。）
は49百万円（１％）であり、計画事業費の10％未満である。

②市町村等が策定する農業振興計画等との整合が図られているか？
岡山市の農業振興地域整備計画と整合が図られている。

・費用対効果分析の結果（B/C）1.12（現計画時：1.01）

オ 環境等の調和への配慮
工事施工の際に近隣家屋等の生活環境に配慮し、防護シートを設置し、防音対
策や粉塵対策を行っている。

カ 事業コスト縮減等の可能性
パイプラインの布設において、当地区が軟弱地盤であるため、掘削土は処分し、
埋戻土を購入することとしていたが、掘削土を固化材等で改良して埋戻土として
再利用することによりコスト縮減を図っている。

キ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向
受益者と市で組織する藤田錦地区促進協議会は、引き続き、事業の早期完成を
強く要望している。
なお、事業主体である岡山県は、平成26年度に再評価を実施し、本事業の継続
を決定している。

ク その他
特になし

事業主体の 継続する。
事業実施方針

事業主体の 平成28年度予算を要求する。
予算要求方針



第 三 者 工期長期化の要因となっていた幹線道路計画との調整を了し、今
の 意 見 後、完了に向けた事業実施が可能となっている。

関連する国営事業は完了しており、周辺地区では水田汎用化等の
効果が発現しつつある中、事業コストの縮減を図りつつ、事業効果
の早期発現を目指した事業の進捗が望まれる。

補 助 金 予算を割り当てる。
交付の方針



藤田揚排水機場

藤田幹線用水路

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の２万５千分１地形図を複製したものである。（承認番号 平19 中複 第53号）

農業競争力強化基盤整備事業（水利施設整備事業）

「藤田錦地区」事業概要図 【Ｎｏ.１５】

事業概要

主 要 工 事

幹線用水路 FRPM管φ600
VM管φ500～φ400 L=7,300m

支線用水路 VU管φ350～φ250 L=29,500m

水管理施設 N=1式

凡 例

藤田幹線用水路（国営）

揚 排 水 機 場 （ 国 営 ）

幹 線 用 水 路 （ 県 営 ）

用 水 受 益
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